
泉南市条例第２号 

 

泉南市海岸保全区域管理条例 
 

（目的） 

第１条 この条例は、海岸法（昭和３１年法律第１０１号。以下「法」とい

う。）第５条第６項の規定により泉南市域内の海岸保全区域の日常的な管

理を泉南市が行うことに関し、必要な事項を定めることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該

各号に定めるところによる。 

⑴ 日常的管理 海岸保全区域の維持管理、利用促進、占用許可及び行為

の制限等海岸法施行令（昭和３１年政令第３３２号）第１条の４第１項

に規定された事務をいう。 

⑵ 海岸保全区域 泉南市域内のうち、法第３条第１項の規定により大阪

府知事が指定した海岸保全区域であって、市長が法第５条第９項の規定

により公示した区域をいう。 

（管理） 

第３条 市長は、海岸保全区域の日常的管理を行うものとする。 

（占用の許可） 

第４条 法第７条第１項の規定により、海岸保全区域内において海岸保全施

設以外の施設又は工作物（以下「占用施設等」という。）を設けて海岸保

全区域を占用しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。 

２ 前項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより占用の内

容その他市長の指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければな

らない。 

 （占用の許可条件等） 

第５条 市長は、前条第２項の規定による申請があった場合において、その

申請に係る事項が次の各号のいずれにも該当する場合に限り、許可するこ

とができる。 

⑴ 占用施設等が次条に掲げる施設等のいずれかであること。 

⑵ 占用施設等が流失し、又は散乱した場合に海岸保全施設を損傷する等、

海岸保全区域の機能に著しい支障を及ぼすおそれがないこと。 



⑶ 海岸保全区域及びその周辺の環境を損なわないこと。 

⑷ 公衆の海岸保全区域の利用に著しい支障を及ぼさないこと。 

２ 市長は、前項の規定により占用の許可をすることができる申請であって、

当該申請に係る占用の期間及び場所について重複するものがなされたとき

は、当該場所の周辺の地域における土地利用の状況等を考慮して、公共性

が高いと認められるものを許可するものとする。 

３ 市長は、第１項の規定による許可をする場合において、必要があると認

めるときは、条件を付すことができる。 

（占用施設等） 

第６条 前条第１項の規定により、海岸保全区域における占用の許可をする

ことができる占用施設等は、次に掲げるものとする。 

⑴ 電柱、電線、水道管、下水道管その他これらに類するもの 

⑵ 海岸保全区域を利用する公衆のための行事等に用いる施設等 

⑶ 前２号に掲げるもののほか、その他市長が必要と認める施設等 

（占用許可の期間） 

第７条 第４条第１項の規定による海岸保全区域における占用許可の期間は、

２年以内とする。 

（行為の許可） 

第８条 海岸保全区域において、法第８条第１項に規定する行為を行おうと

する者は、市長の許可を受けなければならない。 

２ 前項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより行為の内

容その他市長の指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければな

らない。 

 （行為の許可条件等） 

第９条 市長は、前条第２項の規定による申請があった場合において、その

申請に係る事項が次の各号のいずれにも該当する場合に限り、許可するこ

とができる。 

⑴ 海岸保全区域の機能に著しい支障を及ぼすおそれがないこと。 

⑵ 海岸保全区域及びその周辺の環境を損なわないこと。 

⑶ 海岸保全施設を損傷させる等、公衆の海岸保全区域の利用に著しい支

障を及ぼさないこと。 

２ 市長は、前項の規定による許可をする場合において、必要があると認め

るときは、条件を付すことができる。 



（行為許可の期間） 

第１０条 第８条第１項の規定による海岸保全区域における行為の許可の期

間は、１年以内とする。 

（許可事項等の変更） 

第１１条 第４条第１項及び第８条第１項の規定により、占用又は行為（以

下「占用等」という。）の許可を受けた者（以下「占用等の許可者」とい

う。）が当該許可に係る事項を変更しようとするときは、市長の許可を受

けなければならない。 

２ 前項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより占用等の

内容その他市長の指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければ

ならない。 

（許可の更新） 

第１２条 第４条及び第８条の規定は、占用等の期間満了後、引き続き当該

許可を受けようとする場合について準用する。 

（許可の表示） 

第１３条 占用等の許可者は、許可期間中において許可年月日、許可番号、

許可期間、住所及び氏名又は名称を当該許可に係る行為地に表示しなけれ

ばならない。ただし、許可期間が１月に満たないときは、この限りでない。 

（占用料等の額） 

第１４条 占用料又は土石採取料（以下「占用料等」という。）は、大阪府

海岸保全区域及び一般公共海岸区域における占用料及び土石採取料条例

（平成１２年大阪府条例第２６号）第２条に定める額とする。 

 （占用料等の徴収） 

第１５条 前条の占用料等は、占用等を許可したときに当該年度分を徴収す

る。 

２ 占用等の期間が翌年度以降にわたる場合においては、当該翌年度以降の

占用料等は、毎年度当初に当該年度分を徴収する。 

３ 市長は、特別の事由があると認める場合は、前２項の規定にかかわらず

当該年度内において分納を認めることができる。 

（占用料等の減免） 

第１６条 市長は、第１４条に規定する占用料等を納入すべき者（以下「納

入者」という。）が次の各号のいずれかに該当するときは、当該占用料等

を減額し、又は免除することができる。 



⑴ 国、地方公共団体が公共事業又は、公益事業のために占用等を行うと

き。 

⑵ 前号に掲げるもののほか、市長が適当と認めるとき。 

２ 前項の規定による占用料等の減免を受けようとする者は、規則で定める

ところにより市長の指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなけれ

ばならない。 

（延滞金） 

第１７条 市長は、第１５条の規定により徴収する占用料等を納付期限まで

に納付しない者に対して、法第３５条第１項に規定する督促をした場合に

おいて、次項の規定により計算した延滞金を徴収する。 

２ 海岸法施行規則（昭和３１年／農林省／運輸省／建設省／令第１号。以

下「省令」という。）第９条の規定により延滞金の額を計算する場合にお

いて、その計算の基礎となる占用料等の額に１，０００円未満の端数があ

るとき、又はその占用料等の全額が２，０００円未満であるときは、その

端数金額又はその全額を切り捨てる。 

３ 省令第９条の規定により計算された延滞金の額に１００円未満の端数が

あるとき、又はその全額が１，０００円未満であるときは、その端数金額

又はその全額を切り捨てる。 

４ 延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる占用料等の

一部が納付されているときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の額

の計算の基礎となる占用料等の額は、その納付された占用料等を控除した

金額とする。 

５ 省令第９条に規定する延滞金の額の計算につき同条に定める年当たりの

割合は、うるう年の日を含む期間についても、３６５日当たりの割合とす

る。 

６ 市長は、占用料等を納付期日までに納付しなかったことについてやむを

得ない理由があると認めるときは、延滞金を免除することができる。 

（占用料等の不還付） 

第１８条 既納の占用料等は還付しない。ただし、次に掲げる場合はこの限

りでない。 

⑴ 占用等の許可者の責めに帰することのできない理由により、その占用

等が不能となったとき。 

⑵ 前号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき。 



（原状回復） 

第１９条 占用等の許可者は、許可の効力が消滅したときは、速やかに占用

等に係る場所を原状に回復し、又は土石採取の跡地を整理して、市長の検

査を受けなければならない。ただし、市長の承認を受けたときはこの限り

ではない。 

（監督処分） 

第２０条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、その許可を

取り消し、若しくはその条件を変更し、又はその行為の中止、占用施設等

の改築、移転若しくは除去、占用施設等により生ずべき海岸保全区域の保

全上の障害を予防するために必要な施設をすること、若しくは原状回復を

命ずることができる。 

⑴ 第４条第１項又は第８条第１項の規定に違反した者 

⑵ 第５条第３項又は第９条第２項の規定により付した条件に違反した者 

⑶ 偽りその他不正な手段により、占用等の許可を受けた者 

２ 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、占用等の許可

者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命

ずることができる。 

⑴ 海岸保全施設に関する工事のためやむを得ない必要が生じたとき。 

⑵ 海岸保全区域の保全上著しい支障が生じたとき。 

⑶ 海岸保全区域の保全上の理由以外の理由により、公益上やむを得ない

必要が生じたとき。 

３ 前２項の規定は、第１１条及び第１２条の許可を受けた者について準用

する。 

（過料） 

第２１条 詐欺その他不正の行為により占用料等の徴収を免れた者は、その

徴収を免れた金額の５倍に相当する金額（当該５倍に相当する金額が５万

円を超えないときは、５万円とする。）以下の過料に処する。 

（委任） 

第２２条 この条例に定めるもののほか、海岸保全区域の管理に関し必要な

事項は、規則で定める。 

   附 則 

この条例は、令和７年４月１日から施行する。 


